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ドイツにおける最低賃金規制の現在

　目　次

Ⅰ　はじめに

Ⅱ　ドイツ最低賃金法（MiLoG）制定に至るまでの経緯

Ⅲ　MiLoG の概要

Ⅳ　ドイツ一般法定最低賃金制度の運用実態とその変容

Ⅴ　むすびにかえて

Ⅰ　は じ め に

　ドイツ最低賃金法（Mindestlohngesetz：以下
「MiLoG」）1） に基づく全国一律の法定最低賃金制
度は，2025 年 1 月 1 日，その運用開始からちょ
うど 10 年が経過した。

1949 年の建国以来，基本法 9 条 3 項により「団結の自由」を保障してきたドイツ連邦共
和国は，主に産業レベルで締結される労働協約が最低賃金規制としての機能を実質的に有
してきたこともあり，長らく，法定の最低賃金制度を有していなかった。しかしながら，
東西再統一を経た 2000 年代頃から労働市場の変化や協約拘束率の低下などを背景として
低賃金労働が広がり，ついに 2014 年，ドイツ最低賃金法（MiLoG）が制定されるに至っ
た。MiLoG に基づく全国一律の最低賃金額の設定は，「最低賃金委員会」による 2 年ごと
の決議に基づいて行われることとされている。当初 3 回（2016 年，2018 年，2020 年）の
決議は，同国の「協約自治」の伝統に則り，①「最低賃金の設定に際し，労働協約の動向
に従う」（MiLoG9 条 2 項 2 文）という準則を重視していた。だが，本来であれば第 4 回
の決議が出されるはずであった 2022 年，立法により，「12 ユーロ」という直接的な最低
賃金額設定が行われ，その後の第 5 回（2025 年）の決議では，上記①の準則に対する言
及はなくなり，その代わりに，②「労働者にとって相当な最低限度の保護に寄与」するこ
と（同条同項 1 文）という準則を重視する理由づけが行われた。とりわけ労働政策ないし
社会政策的な観点から見た場合，最低賃金額の設定に対し一定の政治介入が必要となり，
かつ法的にも許容される場面は生じよう。しかし，第 2 次世界大戦終結より前のドイツの
経験に鑑みるに，国家に大きく依存した賃金政策は，政治のあり様次第で，いとも簡単
に，しかも如何様にも変えられてしまう可能性がある点に注意が必要である。

パネルディスカッション●賃上げをめぐる労働政策

　その 10 年で，どのように運用の実態が変わっ
た（あるいは変わっていない）のか。以下，とりわ
け法学の視点から，現在のドイツにおける最低賃
金規制の中心の 1 つというべき MiLoG に基づく
法定最低賃金規制について，まず，その導入に至
る経緯（Ⅱ）及び概要（Ⅲ）を確認したうえで，
つぎに，これまで 5 回出された最低賃金委員会の
決議 2）を参照しながら，その運用実態（Ⅳ）に迫
るとともに，最後に，ごく簡単ではあるが，日本
の最低賃金規制をめぐる今日的状況も念頭に置き
つつ，若干のコメント（Ⅴ）を付することにし
たい。
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Ⅱ　ドイツ最低賃金法（MiLoG）制定に
至るまでの経緯

１　ドイツにおける協約自治尊重の伝統

　第 2 次世界大戦と連合国による分割占領とを経
て 1949 年に建国されたドイツ連邦共和国（BRD）
は，その当初から，長らく，法定の最低賃金制度
を有していなかった（以下，単に「ドイツ」という
場合，とくに断りがない限り，東西再統一の前後を問
わないドイツ連邦共和国のそれを指すこととする）。
　その背景として，次の 2 点を挙げることができ
る。その 1 つは，法のレベルの問題である。すな
わち，ドイツでは，そもそも憲法上，「団結の自
由」が保障されている（ドイツ基本法（GG）9 条 3
項 3））ところ，加えて，日本 4）と異なり，勤労条
件に関する最低基準の法定を国家に義務づける憲
法上の規定が，少なくとも明文上は存在しない 5）。
その結果，法規範論的に，そもそも労働協約当事
者の重要な任務である賃金設定を国家が行うこと
自体，当該「団結の自由」保障に違反すると評価
される可能性を含むものであった 6）。そして，実
際の法文化としても，このような憲法規定の具体
的解釈問題如何にかかわらず，協約自治を尊重す
るという伝統が根強くあった 7）という点が挙げ
られる。
　そしてもう 1 つは，経済社会のレベルの問題で
ある。すなわち，ドイツでは，社会的な実態とし
て，主に産業レベルで締結される労働協約が，法
定最低賃金と実質的に同様の機能を有してきた 8）。
なぜなら，双方とも産業レベルで組織された労働
組合と使用者団体間の労働条件交渉の結果が，仮
にスウェーデン 9）を始めとする北欧諸国のような
非常に高い労働組合組織率がなかったとしても，
あるいはフランス 10）のように頻繁に自動拡張や一
般的拘束力などの制度が利用されなかったとして
も，比較的に高い使用者団体組織率や，個別企業
が協約所定の労働条件を個別の契約内容に引き入
れる条項（Bezugnahmeklausel）を含んだ労働契約
を（組合員資格の有無を問わず）従業員との間で締
結する 11）ことなどを通じて，非組合員を含めた多
くの労働者に広く波及することが多かったからで

ある 12）。その結果，経済社会における現実問題と
して，国家によって最低賃金規制を行う必要性が
必ずしも高くなかった，という点が挙げられる。

２　特別法定最低賃金規制の導入から一般法定最低
賃金規制へ

　しかし，そのドイツでも，1990 年の東西再統一
を経て，2000 年代に EU が東方へと拡大していく
中で，しだいに，立法が関与する形での賃金規制
が広がっていくことになる。なぜなら，（i）EU
の順次拡大や（ii）「ハルツ改革」と呼ばれるドイ
ツ国内における労働市場改革，さらには（iii）使
用者側における「協約からの逃避」などによる協
約拘束率の低下などを背景として，ドイツ国内で
低賃金労働が広がっていったからである 13）。
　ただし，当初の法定最低賃金規制は，建設業や
派遣業など，国外労働者の流入が多かったり，協
約拘束率が低かったりする産業部門において，部
分的な範囲内でのみ行われていた（特別法定最低
賃金規制）。しかもそこでは，協約当事者間にお
いて合意された「最低賃金額」（2009 年改正労働
者送出法 5 条 1 文 1 号）や「賃金の下限」（2011 年
改正労働者派遣法 3a 条）に法規命令等による強行
性を付するという方法が採用されていた 14）。す
なわち，MiLoG 制定より前のこの時点において
は，賃金規制に国家が関与するといっても，それ
はあくまで，協約拘束を受けない労働関係に対し
ても労働協約の効力を及ぼすという賃金規制にお
ける「法的拘束力」の問題についてだけであり，
賃金規制における「額」等の中身については，あ
くまで協約当事者らに大きく委ねた形で行われて
いた 15）といえよう。
　しかしながら，2010 年代に至り，一方におい
て，現実問題として，2011 年にドイツ労働市場
が中欧・東欧諸国に開放されるとともに，ドイツ
国内で労働協約に拘束されずに働く労働者の割合
が例えば 2014 年の時点において 42％にまで拡大
する 16）ことになり，また他方において，法的問
題として，すでに 2000 年代中頃に出されていた
欧州司法裁判所における諸判決の影響により，ド
イツ国内に現存する労働協約の拘束力を EU 域内
の国外企業の労働関係に対しても及ぼすには大き
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な法的制約が生じていた 17）。そのような中で，
2014 年 8 月，それら諸問題を解決すべく，「協約
自治の強化」と「労働者にとっての適正な労働条
件の保障」の 2 点を立法趣旨とする「協約自治強
化法」18） の一部として，新たに MiLoG が制定さ
れ，翌 2015 年から，実際に，ドイツで遍く適用
されることになる法定最低賃金規制（一般法定最
低賃金規制）の運用が開始されることになる 19）。

Ⅲ　MiLoG の概要

　MiLoG の概要は，概ね，以下の通りである 20）。
　ドイツの一般法定最低賃金制度は，「2015 年 1
月 1 日」に開始され，その額は当初，「1 時間あた
り 8.5 ユーロ」とされた（旧 1 条 2 項 1 文）。なお，
この「8.5 ユーロ」という額は，何らかの例えば統
計学的な根拠に基づいて算定されたものではなく，
当時の「大連立」政権，すなわち，アンゲラ・メ
ルケル率いる中道右派のキリスト教民主・社会同
盟（CDU/CSU）とその連立パートナーである中
道左派の社会民主党（SPD）との間における，まっ
たくの政治的妥協の産物に過ぎないものであった。
　それ以降，最低賃金の額は，「協約当事者によ
る常設の委員会（最低賃金委員会）の提案を受け
て，連邦政府の法規命令によって，これを変更す
る」こととされた（1 条 2 項 2 文）。この最低賃金
委員会は，（i）原則として労使の中央組織の共同
提案に基づき任命される 1 名の「委員長」と，

（ii）労使の各中央組織の提案に基づき労使同数
で任命される計 6 名の「常任委員」，そして，

（iii）労使の各中央組織の提案に基づき，学術分
野から議決権なしに労使同数で任命される計 2 名
の「諮問委員」の合計 9 名で構成されている（4
条 2 項，5 条，6 条及び 7 条）。
　初回の最低賃金委員会の決議は，法定最低賃金
制度の導入から 1 年半後の「2016 年 6 月 30 日」
までに行われ（旧 9 条 1 項 1 文），その後は「2 年
ごと」にこれを行うこととされた（9 条 1 項 2
文）。そして，最低賃金委員会は，その決議や最
低賃金の設定にあたり，大きく分けて，次の 2 つ
の準則にしたがうこととされた。すなわち，その
1 つが，①その決議にあたり，（i）「労働者にとっ

て相当な最低限度の保護に寄与」するかどうか，
（ii）「公正で機能的な競争条件を可能に」するかど
うか，及び，（iii）「雇用を危殆化させないために
適切か」どうか，という 3 つの要素を「総合的に
勘案して審査を行う」という準則である（9 条 2 項
1 文）。そして，そのもう 1 つが，②「最低賃金の
設定に際し，労働協約の動向に従う」（準拠する：
orientieren）というものである（同条同項 2 文）。
　このような最低賃金委員会における審査・決
議・提案を経て，連邦政府が，法規命令を発出
し，これにより，ドイツ国内で働くすべての使用
者・労働者が新たな法定最低賃金に拘束されるこ
とになる（11 条 1 項）。

Ⅳ�　ドイツ一般法定最低賃金制度の運用
実態とその変容

　ところで，MiLoG によれば，ドイツの最低賃
金委員会の審議は，「非公開」「機密」の形式で行
われることとされており（10 条 4 項 1 文），それ
ゆえ，日本の最低賃金審議会のように，各回審議
における議事録が一般に公開されるようなことは
ない。したがって，ドイツの最低賃金委員会でど
のような議論がなされたかについては，その最終
的な決議がなされた後にこれを書面化したもの

（9 条 3 項参照）が，その議論の中身を推し量る重
要な手がかりの 1 つとなる。
　そこで，以下では，2015 年の運用開始以来これ
まで 10 年間に 5 回出された決議の内容を確認し
ながら，ドイツ一般法定最最低賃金制度の運用実
態とその変容について，検討することにする 21）。

１　MiLoG 制定直後における運用実態

　まず，最低賃金法制定直後の第 1 回（2016 年 6
月）22） 及び第 2 回（2018 年 6 月）23） の決議につい
て見ていくと，これを基に行われた最低賃金額の
変更はいずれも，いわば「平和裏」に行われたと
いう特徴を有するべきものであった。すなわち，
その「平和裏に」と表現することの意味は，第一
に，最低賃金委員会の決議が，「全会一致」を
もって行われたということ，第二に，最低賃金額
の引上げが，MiLoG9 条 2 項 2 文の文言どおり，
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「労働協約の動向に従う」形で行われた，つまり，
最低賃金委員会は，新たな最低賃金額を設定する
にあたり，連邦統計局が算出した「協約賃金」の
引上げ率を参考にしたということ，第三に，この
最低賃金委員会における審議・決議・提案につ
き，連邦政府も連邦議会も，およそその影響力を
行使しないままにこれを受け入れたということの
3 点にある。その結果，最低賃金額の実際の引上
げ率も，名目ベースで，いずれも 2 年あたり 4％
程度にとどまるものであった。
　そしてこのような傾向は，いわゆる Covid-19
危機が訪れ始めた時期に行われた第 3 回（2020 年
6 月）24） の決議においても，基本的に同じという
べきものであった。なぜなら，確かに，新型コロ
ナ・ウイルスの感染拡大の影響に鑑み，最低賃金
額の引上げ率は，2 年あたりで 3％程度とやや鈍
化し，しかもその引上げが 1 段階で行われるので
はなく，4 段階に分けて行われる，という若干の
違いはあった。だが，それ以外の部分，とりわけ
先に指摘した 3 つの特徴については，第 1 回・第
2 回決議のときと同様であったからである。

２　2020 年代―運用実態の変容

　しかしながら，このような運用実態は，2021
年末以降，すなわち，アンゲラ・メルケル首相退
任に伴って行われたドイツ連邦議会選挙の結果，
それまでの「大連立」政権から，オラーフ・ショ
ルツ率いる SPD を中心とした 3 党連立のいわゆ
る「信号」政権へと政権が移行して以降，様相が
一変することになる。
（1）第 4 回決議

　すなわち，本来であれば，第 4 回の最低賃金委
員会決議は，2022 年 6 月に出るはずであった。
しかし，「信号」政権発足から間もない 2022 年 4
月，最低賃金委員会決議を経ることなく立法その
ものによって最低賃金額を引き上げるための法
案 25）が，ドイツ連邦議会に提出され，これによ
り，最低賃金委員会の審議は停止を余儀なくされ
ることになった。そして 2022 年 6 月，同法案が
ドイツ連邦議会で可決された 26）ことにより，先
の第 3 回委員会決議に基づき 2022 年 7 月 1 日に
10.45 ユーロへと引き上げられたばかりの最低賃

金額が，そのたった 3 カ月後の 10 月 1 日から 12
ユーロへと，一気に 15％近く引き上げられるこ
とになった。
　そして，その政治的影響は，当初の予定から 1
年遅れの 2023 年 6 月に出された第 4 回 27）の決議
にも現れる。すなわち，それまで「全会一致」を
もって行われてきた最低賃金委員会の決議が，初
めて，単なる過半数の賛成により行われることと
なった。その最大の対立点は，仮に「労働協約の
動向に従う」としても，その算定の基礎を，a）前
回・第 3 回決議に基づく最後の最低賃金引上げ額
である 10.45 ユーロに置くか，それとも，b）先の
改正法に基づく 12 ユーロに置くか，であった。
当時，最低賃金委員会の委員長であった（そし
て，2025 年 10 月現在も委員長を務めている）クリ
スティアーネ・シェーネフェルト（Christiane 
Schönefeld；弁護士・元ニュルンベルク連邦雇用
エージェンシー理事）のあっせん案は，前者・
10.45 ユーロを基礎に置くものであり，同あっせ
ん案は，労働者側委員が反対する中，使用者側委
員の賛成をもって，決議にいたることとなった。
（2）第 5 回決議

　さらに，直近の第 5 回（2025 年 6 月）28） の決議
においては，その審議・決議に先駆けて，政治的
な圧力が最低賃金委員会にかけられることになる。
　すなわち，第 5 回決議の数カ月前の 2025 年 2
月，ドイツ連邦議会選挙が，先の「信号」政権か
ら自由主義政党の自由民主党（FDP）が離脱した
ことを契機として，議会の任期満了を待たずに行
われることとなった。そして 2025 年 5 月，3 カ
月という長い連立交渉の末，何とか，中道右派＝
中道左派の「大連立」政権が再び誕生することに
なった。その間，SPD は，「最低賃金 15 ユーロ」
をアピールし続けていたところ，その主張内容
が，CDU/CSU との連立協定書 29）にも，「最低賃
金委員会は，総合考慮の枠組みにおいて，労働協
約の動向だけでなく，フルタイム就労者の中央値
賃金の 60％にもしたがうであろう。このような
方法に基づけば，最低賃金を 2026 年に 15 ユーロ
へ到達させることは可能である」との文言で明記
されることになったのである 30）。
　その影響もあってか，最低賃金委員会は，第 5
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回の決議において，確かに，「2026 年に 15 ユー
ロ」という連立協定書の文言をそのまま決議の内
容に取り込むことはなかったが，2026 年 1 月 1 日
には 12.82 ユーロから 13.90 ユーロに，2027 年 1 月
1 日にはさらに 14.60 ユーロに引き上げる決議を
行い，結果として，ここでの引上げ率は，最低賃
金委員会自身の決議におけるものとしては最も激
しい，2 年あたりで 14％弱の引上げ率となった。
　なお，第 5 回の決議にあたって，最低賃金委員
会は，確かに，「全会一致」という形式を何とか
取り戻すことができることになった。しかしなが
ら，その理由づけの部分から，先に紹介した大き
く分けて 2 つの準則のうち，2 番目の準則である

「労働協約の動向に従う」という準則が初めて消
えることとなった 31）。そしてその代わりに，同
決議の理由づけは，もう 1 つの準則である「総合
考慮」における 3 つの考慮要素のうち，1 つ目の

「労働者にとって相当な最低限度の保護」という
要素を強調したものとなっている。

Ⅴ　むすびにかえて

１　ドイツ一般法定最低賃金規制に対する評価と
ドイツの歴史的経験

　脱稿直前，労使関係論の立場からドイツの「法
定最低賃金をめぐるポリティクス」について検討
する新たな研究 32）に触れた。
　同研究は，現地の新聞・雑誌等における報道や
労使関係・協約政策研究者らの論文などを参考に
しつつ，「90 年代後半以降」における「低賃金労
働の広がり」などを背景に，「『最賃ではなく労働
協約』の時代から，『最賃も労働協約も』の時代」
を迎えた（144 頁）ドイツにおいて，当初は，「最
賃を導入するとしても，……できるだけ最賃を労
働協約交渉に似せて，労働協約の領域を侵害しな
いように決定」していたものの，やがて，「労働
協約との整合性を配慮した決定方法から政治介入
へと大きく変化した」（145 頁）同国の賃金政策の
今日的実像を克明に描いている。そして，そこで
描かれたドイツの姿は，たしかに，経済社会にお
ける「低賃金を拡大し，維持し続ける力の強さ」

を前に，当時の法政策が，「国際的にみて独特」
な「『疑似協約交渉』と『協約準拠』」という「従
来の賃金改定方式」では，「『生活賃金』を求める
要求」を達成できなくなった結果（158 頁参照），
より強い政治介入を容認するものへと変化せざる
を得なくなった過程であったといえよう。
　筆者も，「生活賃金」を実現するために一定の

「政治介入」が必要となる場面があることそれ自
体については，一般論として，これを否定しよう
とするものではない。しかしながら，ドイツの法
と社会の歴史的文脈だけを確認してみても，第 2
次世界大戦終結より前，とりわけナチス期に「労
働条件の集団的決定（社会的自治）の可能性が
まったく否定」33） されるより前のワイマール期
に，経済不況が広まる中で，当初は労働組合に
とって「使用者の賃金引下げ攻撃に対する防波
堤」34） であったはずの国家的強制仲裁制度が，早
くもその数年後には，「財政再建」を目論む政府
の「賃金の強制的な切下げ」のための一手段へと
変貌した 35）。本稿Ⅱで述べた通り，連邦共和国
期のドイツにおいて，協約自治がとりわけ国家的
賃金規制との関係で尊重されてきたことの理由
は，そのことと決して無関係ではない。
　もちろん，賃率表全体の帰趨を国家に委ねるこ
とになる国家的強制仲裁制度と，あくまで賃金の
最低額のみを国家が定めるに過ぎない法定最低賃
金制度とを，まったく同列に論じることはできな
い。しかしながら，賃金政策の転換が，「最賃も
労働協約も」という方向にとどまるものであれば
ともかく，さらに転じて「労働協約ではなく最
賃」という方向に進もうとするものであるなら
ば，そこにおける賃金政策は，「政治」のあり様
次第で，いとも簡単に，しかも如何様にも変えら
れてしまう可能性があることを，第 2 次世界大戦
終結より前のドイツの経験は物語っているように
も思われる。

２　日本の最低賃金規制に対する政策的インプリ
ケーション

　とはいえ，今日のドイツにおいては，2015 年
に MiLoG に基づく一般法定最低賃金規制が開始
される際にも，これと同時に，労働協約法に基づ
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く一般的拘束力宣言制度の要件緩和を行うなど，
労働協約システムに対する新たな法政策的支援が
開始されていた。また，それから 10 年後の 2025
年に最賃額設定における比較的強固な政治介入が
行われた際にも，最低賃金委員会の構成員からは
強い懸念が表明される 36）とともに，あくまで
MiLoG 所定の各考慮要素に基づいた最低賃金額
設定の根拠づけがなされた。
　翻って，今日の日本はどうであろうか。ミレニ
アム（2000 年）をまたぐ 10 年弱の間，1％に満た
ない年が続いていた最低賃金（全国加重平均）の
引上げ率が，その後の約 10 年間，概ね 1～2％へ
と値が大きくなった。その当時の背景にあったの
は，あくまで，2007 年の最低賃金法改正によって

「生活保護に係る施策との整合性に配慮する」（9
条 3 項）という「社会政策」（ないし「労働政策」）
的な法的要請がそこに加わったことであったとい
えよう。しかし，「3％」という具体的数値が政府
自身によって示されることになる 2016 年 37）以降，
当該具体的数値に沿った最低賃金額の引上げが行
われることとなったことの背景にあったのは，そ
れら政策のどちらでもない，「経済政策」的な要
素が強かったように思われる。
　そのような日本の今日的状況が「これまで結果
的に達成される目的だった経済成長を直接の目的
とし，そこから逆算する形で最低賃金の引上げ率
を導く」38） ものであることを意味し，しかも，今
後の最低賃金額がそのような「経済政策」を主眼
とする政治的帰趨にすぐれて左右され続けるとす
れば，その 1 条において「労働条件の改善」を第
一目的とし，「労働者の生活の安定」を第二目的
の筆頭に挙げていた最低賃金法の趣旨が滅却され
ることになりかねない。ここでは，そのような視
点からする本格的検討を行えなかったが，仮に最
低賃金額の設定に対し政治が介入するとしても，
それに対する（とりわけ最低賃金法の趣旨やそこに
含まれる法原理の視点からする）政策的評価が法的
には重要となろうこと 39）を最後に指摘し，本稿
における検討を終えることにする。
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